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労一・社一 出題分析表 

【労務管理その他の労働に関する一般常識】 

◆ 平成 28年以降の出題＜択一式＞ 出題統計資料等 

 問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 

平成

28年 
労働契約法 

障害者雇用促進法、育

児介護休業法、労働組

合法、労働者派遣法 

社会保険労務士法 
平成27年就労条

件総合調査 

平成25年若年者

雇用実態調査 

平成

29年 
労働契約法 

最低賃金法、個別労働

関係紛争解決促進法、

労働組合法、育児介護

休業法、女性活躍推進

法 

社会保険労務士法 
平成28年男女共

同参画白書 

平成28年版厚生

労働白書 

平成

30年 

平成28年労働災

害発生状況の分

析等 

平成29年版厚生

労働白書 
労働契約法 

労働組合法、労働者派

遣法、過労死等防止対

策推進法、男女雇用機

会均等法 

社会保険労務士法 

令和

元年 

平成28年就労条

件総合調査 

平成29年労使間

の交渉等に関す

る実態調査 

労働契約法 

労働者派遣法、高年齢

者雇用安定法、障害者

雇用促進法、職業安定

法 

社会保険労務士法 

令和

２年 

平成 30 年若年

者雇用実態調査 

平成 30 年労働

安全衛生調査

（実態調査） 

育児介護休業法、同一

労働同一賃金ガイド

ライン、障害者雇用促

進法、個別労働関係紛

争解決促進法、青少年

雇用促進法 

労働組合法 社会保険労務士法 

令和

３年 

令和元年版労働

経済白書 

令和元年就業形態の

多様化に関する総合

実態調査の概況 

労働契約法 

障害者雇用促進法、労

働施策総合推進法、同

一労働同一賃金ガイ

ドライン、男女雇用機

会均等法（最判） 

社会保険労務士法 

令和

４年 

2021（令和３）

年労働力調査 

令和３年就労条

件総合調査 

令和２年転職者

実態調査 

労働組合法、育児介護

休業法、障害者雇用促

進法、労働者派遣法、

同一労働同一賃金ガ

イドライン 

社会保険労務士法 

令和

５年 

令和３年度雇用

均等基本調査

（企業調査） 

令和３年度能力

開発基本調査

（事業所調査） 

令和３年ﾊﾟｰﾄﾀｲ

ﾑ・有期雇用労働

者総合実態調査

（事業所調査） 

労働組合法（最判）、

育児介護休業法、高年

齢者雇用安定法、青少

年雇用促進法 

社会保険労務士法 

令和

６年 

令和４年労働安

全衛生調査 

令和４年労使間

の交渉等に関す

る実態調査 

労働契約法 

職安法、最低賃金法、

障害者雇用促進法、労

働施策総合推進法、同

一労働同一賃金ガイ

ドライン 

社会保険労務士法 

令和

７年 

令和５年外国人

雇用実態調査 

令和５年障害者

雇用実態調査 

令和４年派遣労

働者実態調査 
労働契約法 社会保険労務士法 
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◆ 平成 28年以降の＜選択式＞解答    赤字は白書・統計資料等、青字は最高裁判例からの出題 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

平成 28年 ８割 ６割 厚生年金保険料 労働力調査 約３分の１ 

平成 29年 約７割 
指導する人材が

不足している 
約８割 すべて ベトナム 

平成 30年 1.26 東京都 
次世代育成支援

対策推進法 
101人 生産年齢人口 

令和元年 技能士 35（歳未満） えるぼし 
すべての年齢階

級で上昇 
２（割） 

令和２年 雇用動向調査 
就労条件総合調

査 

雇用均等基本調

査 
労働力調査 

就業構造基本調

査 

令和３年 
35 歳以上 55 歳

未満 

65 歳超雇用推

進助成金 

（公財）産業雇

用安定センター 

特定求職者雇用

開発助成金 
40歳以上 

令和４年 2.3 100人超 ジョブコーチ 
継続が期待され

ていた 

従前の労働契約

が更新された 

令和５年 

本件採用内定通

知のほかには労

働契約締結のた

めの特段の意思

表示をすること

が予定されてい

なかつた 

知ることができ

ず、また知るこ

とが期待できな

いような事実が

あつて 

３ 労働基準法 
都道府県労働局

長 

令和６年 
拘束時間、休息

時間 
45.8％ 規範 

著しく不合理で

ある 
１年 

令和７年 医療、福祉 農業、林業 

業務上必要かつ

相当な範囲を超

えたもの 

施設管理 
組織の弱体化を図

ろうとしたもの 
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【社会保険に関する一般常識】 

◆ 平成 28年以降の出題＜択一式＞  

 問６ 問７ 問８ 問９ 問 10 

平成

28年 

国民健康保険

法、高齢者医療

確保法、介護保

険法 

船員保険法 
確定給付企業年

金法 

「平成26年国民年

金被保険者実態調

査結果の概要」「平

成26年年金制度基

礎調査（障害年金

受給者実態調査）」

「平成25年度国民

医療費の概況」「平

成26年度の国民年

金保険料の納付状

況」 

平成27年版厚生

労働白書 

平成

29年 

社会保険審査官

及び社会保険審

査会法 

介護保険法 
高齢者医療確保

法 

確定給付企業年

金法、確定拠出

年金法 

社会保障協定 

平成

30年 

健康保険法、船

員保険法、高齢

者医療確保法、

児童手当法 

高齢者医療確保

法 
船員保険法 

保険料（共通項

目・横断） 

平成29年版厚生

労働白書 

令和

元年 
国民健康保険法 介護保険法 

高齢者医療確保

法 

保険者・被保険者（共

通項目・横断） 

社会保険制度の沿革

（改正法の施行日） 

令和

２年 

確定給付企業年

金法 
船員保険法 児童手当法 

社会保険審査官及び

社会保険審査会法 
保険料等（横断） 

令和

３年 
確定拠出年金法 国民健康保険法 介護保険法 

目的（共通項

目・横断） 

令和２年版厚生

労働白書 

令和

４年 

確定給付企業年

金法 

高齢者医療確保

法 
総合問題 総合問題 総合問題 

令和

５年 
確定拠出年金法 船員保険法 介護保険法 

社会保険審査官及び

社会保険審査会法 

高齢者医療確保

法 

令和

６年 

確定給付企業年

金法 
確定拠出年金法 国民健康保険法 

令和５年版厚生

労働白書ほか 

死亡に関する給付

（共通項目・横断） 

令和

７年 
総合問題 確定拠出年金法 

高齢者医療確保

法 

社会保険審査官及び

社会保険審査会法 

令和６年版厚生

労働白書ほか 
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◆ 平成 28年以降の＜選択式＞正答は出題当時      赤字は厚生労働白書又は統計資料からの出題 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

平成 

28年 
ドイツ 大正 11年 

中学校修了前の児

童であった者 
１年間 

被保険者資格証明

書 

平成 

29年 

社会保障及び国民

保健の向上 

被保険者の疾病、

負傷、出産又は死

亡 

常に健康の保持増

進に努める 

住所地の市町村長

（特別区の区長を

含む。） 

２月、６月及び 10

月の３期 

平成 

30年 
３年 35,000円 脱退一時金 60歳以上65歳以下 50歳未満 

令和 

元年 

その資格を喪失し

た後３か月以内 
50,000円 

その保健医療の向

上及び福祉の増進 
安定的な財政運営 

障害認定日から

70 歳に達する日

の前日 

令和 

２年 
120兆 年金 １年６か月 

１又は２以上の市

町村 
48,000 

令和３

年 

国民健康保険事業

費納付金の納付 

国民健康保険事業

に要する費用 
被扶養者 15日 ３年 

令和 

４年 
61.0 配偶者 

15歳に達する日

以後の最初の３月

31日までの間に

ある者 

身体上又は精神上

の障害 
６か月 

令和 

５年 
３年 40歳 

財政の均衡を保つ

こと 
10,000円 5.5 

令和 

６年 
100％ 18.9 

社会保障及び国民

保健の向上 
共同連帯 費用負担 

令和 

７年 
83.1 地方公共団体 医療との連携 責任準備金の額 資産所得倍増プラン 

 

 

 

 


